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自然災害等への対応について 
  

梅雨の候、皆様にはご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より、本校の教育活動に御理解と御

協力を賜りありがとうございます。  

近年、台風や大雨等による自然災害が発生しております。大雨や強風等による学校の対応につい

ては、大田区教育委員会「自然災害への初期対応に関する大田区立学校のガイドライン」に基づい

て行います。以下の内容についてご確認くださいますようお願いいたします。 

朝の段階で警報が発令されていない場合でも、天候の状況等により御家庭の判断で自宅待機とさ

れた場合には、必ず学校に御連絡ください（電話またはタブレット）。 

自宅待機となった場合の家庭での対応については、各御家庭で十分に話し合っていただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

※緊急の場合には、必要に応じて安心安全メールを配信いたしますが、停電やサーバーダウンによ

ってメール配信ができない場合があります。学校からのメールがない場合も、上記ガイドライン

に合わせて御判断くださいますようお願いいたします。電話でのお問い合わせは御遠慮願います。 

                           お問い合わせ先 

                        東糀谷小学校副校長 森田 佳之 

                        電話（３７４２）６４６６ 

自然災害への初期対応に関する大田区立学校のガイドライン（抜粋） 

＜臨時休業＞ 

①午前 7時に大田区に「暴風警報または特別警報」が発令されている場合は臨時休

業とする。 

☆大雨警報は、上記対応に含まれません。大雨警報のみ発令の場合は、通常通りの登

下校となります。 

②午前 0時までに、蒲田駅・大森駅を含む JR京浜東北線の計画運休が、翌日の

始発から午後 2時までの間に開始されることが発表された場合は休校とする。

なお、当日途中で計画運休が解除されても休校の対応は変更しない。 

＜児童の学校留め置き＞ 

③下校時に大田区に「暴風警報または特別警報」が発令されている場合には児童を

学校に留め置く。 

「暴風警報または特別警報」が解除されるまでは、児童を学校に留め置き、解除後

に方面別の集団下校を実施する。なお、午後６ 時以降に警報が解除された場合、保護

者による引き取り下校を実施する。 


